
※２０１８年新春講演会※  ２０１８年２月２日(金)  会場：ホテルニューオータニ長岡 

第一部は、「地域は宝」をテーマに講演します。 

講師：中小企業診断士・税理士 髙野裕 

第二部は、「米百俵プログラム」、これから注目となるテーマを取り上げ解説します。 

進行：税理士 藤井英雄  解説：弁護士、税理士、社会保険労務士など複数の専門家 

※内容のご質問等については、TEL 0258-35-2821  担当 小西・堀井 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。 

 

・・・文章中のこのマーク    をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

＜労務＞平成３０年４月１日より 

 従業員 以上の事業主は
（働く時間が短い方は０．５人と数えます）

 

   以上の雇用義務あり 
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  障害者雇用率制度とは、全従業員に対して事業主は一定割合以上の障害者を雇用しなければなりません。その割合を法定雇用率と呼びます。　民間企業だけでなく、地方自治体などの行政機関でもこの法定雇用率を達成させることが義務付けられており、ハローワークに障害者雇用状況を報告することとなっています。規模によってはこれに違反した場合は反則金を納付しなければならず、逆に上回ると報酬金を受け取ることができます。

　法定雇用率はH３０年４月１日で現行より、０．２％引き上げとなります。　民間企業においては「２．０％→２．２％」へと引き上げられます。例えば、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員５０人以上から４５．５人以上に変わります。（週３０時間以上の労働者を１人、週２０～３０時間未満の労働者を０．５　人として数えます。）またH３３年４月までには更に０．１％引き上げ予定となり従業員４３．５人以上になります。

　障害者雇用促進法がH２８年４月に改正され、精神障害者も追加となったことでADHD（注意欠陥・多動性障害）などの発達障害やてんかんも含まれることになりました。
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